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第 1章 男女共同参画組織と基本方針 

 





第 2節 男女共同参画室の組織と具体的な業務 
 
平成 20年 6月、名古屋市立大学に「男女共同参画室」が設置され、大学における男女

共同参画の推進に向けて、活動を開始じ
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第 5節 公立大学法人名古屋市立大学第１次男女共同参画行動計画 
 

平成 21年 4月 男女共同参画室 
 
 
１ 趣旨 
 この計画は、男女共同参画社会基本法および男女平等参画推進なごや条例の主旨にも

とづき、男女共同参画推進に対する名古屋市立大学の行動計画を定めたものである。





 
 
 
 

第２章 平成 22



第
1
節

【
平

成
2
1
年

度
～

2
3
年

度
）
各

年
度

の
目

標



第 2





ジェンダー関連授業の実施状況　　　　　　　　　　　　　　











 











 

 

名古屋市立大学における研究者の研究活動に関する調査 

（教員、研究に従事する職員対象） 

 

 

この調査は、名古屋市立大学で研究に従事する皆さまの研究活動の実態や抱えている困難、意







Ｑ８-１ 紹介者はあなたにとってどのような間柄ですか。（n=185） 

1．指導教授  55.7% 2．同僚・上司 16.2% 3．それ以外の研究・仕事関係者 18.4% 

4．家族・親戚 0.5%  5．その他 5.4%    複数選択 2.2%  無回答 1.6% 

Ｑ ８ -２ その 方は 男性 の溘 か、 女性 の溘 か。（n=ß 1．女性 11.4%  2．男性  87.0%  無回答1.6% 



Ｑ10 今までに研究者としてのキャリアを離れた経験はありますか。（産前・産後休暇や育児休暇を取得し

た期間は含めずお考えください）（n=363） 

  1．ある 10.7%   2．ない 86.5%   無回答 



Ｑ13 学期中平日1日のおおよその時間配分についておたずねします。 

１）大学にいる時間 （n=354） 平均 10.9 時間 

２）うち研究活動にあてる時間（n=348） 平均 3.6 時間 





Ｑ19 あなたの今の職場には、





Ｑ26-1 お子さんの人数と、一番下のお子さんの年齢をお答えください。





Ｑ29-3 主に介護したのはどなたですか。あてはまるもの1つに○をつけてください。（n=48） 

1．自分 27.1%  2．配偶者 



Ⅳ あなたのお考えについておたずねします。 

Ｑ32 次のような意見についてあなたはどのように思いますか。それぞれの項目について、あなたのお考え







名古屋市立大学における学生・教職員のジェンダーバランス 
データ：（学生）平成22年5月







３ 職員のジェンダーバランス 

名古屋市立大学職員の男女比を見ると、正規職員では女性77.2%（821人）、男性22.8%（242人）、契約
職員では女性51.9%（178人）、男性48.1%（













◆ 経済学研究科 

経済学部の学部学生では学科により男女比が異なっています。会計ファイナンス学科では男女比がほぼ







◆ 看護学部 

看護学部では学生の9割以上が女性であり、教員も助教や講師、准教授は圧倒的に女性比率が高くなっていま
す。教授のみ男女比が半々となっており、所属の上でも男性の多い所属と女性のみの所属に分かれています。 

看護学部

92.8%（309）







１．[家事・子育てのサポート



ⅳ 保育所運営について 



Ⅴ ハラスメント対策 
 
本学の行動計画において、教育・研究・雇用、どの男女共同参画についてもハラスメ















 
 
 
 

第３章 寄稿 















Ⅲ 教員の所属別・補職別・性別比率について 









 
 
 
 

第５章 ハラスメント防止対策 





第４ 総括責任者 
 理事長は、本学におけるハラスメントの問題を把握し、それに対する対応を適切に行

うため総括責任者を任命する。 
 なお、この総括責任者は副理事長をもって充てる。 
 
第５ 相談窓口 
 本学は、ハラスメントに係る相談を受ける全学的窓口を置く。  





別表１ 



 （3）研究に必要な機器や試薬や経過観察中の試料を勝手に廃棄して、研究の遂行を妨
害すること 

 （4





（委員） 
第６条 審査会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 
 (1) 副理事長 
 (2) 理事（非常勤の者を除く。） 
 (3) 各研究科の長 

(4) 総合情報センター長 
 (5) 医学部附属病院長 

(6) 事務局次長及び病院管理部長 
（一部改正 平成 22年達第６号） 



(6) 事務局次長 



Ⅲ 相談・防止対策フロー �f



 
 
 
 





黒野智恵子（KURONO，Chieko） 
男女共同参画室室員 医学研究科 機能解剖学分野  
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